
 
 
 
 
 
 
 
 

～ただいま、ノロウイルス食中毒予防 
強化期間中です！（1 月 31 日まで）～ 
 

 

     発 行 所                    平成３０年１２月２４日（月) 平成３０年度第９号 

公益社団法人 福岡県食品衛生協会        〒812-0011 福岡市博多区博多駅前２丁目 19-17  

電話 092-472-4803 FAX 092-472-6613                トーカン博多第５ビル 705 号 

e-mail:honbu3@fukuokaken-shokkyou.jp      ホームページ： http://www.fukuokaken-shokkyou.jp 

 



～福岡県から「調理師の皆様」へお知らせ～ 
飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は「調理師業務従事者

届」を出しましょう。 
 

〇 届出が必要な調理師 

福岡県に所在する次の施設等で調理業務に従事している［調理師免許を有している調理師］ 

1 寄宿舎  2 学校  3 病院  4 事業所  5 社会福祉施設  6 介護老人保健施設 

7 矯正施設  8 飲食店営業  9 魚介類販売業  10 そうざい製造業  11 その他 
 
〇 届出の時期 

平成 30 年 12 月 31 日現在の状況を、 

平成 31 年 1 月 15 日までに福岡県の HP から電子申請にて提出してください。 

※電子申請の方法については、福岡県庁 HP をご覧ください。 

※原則として、電子申請により提出してください。 

インターネットの環境がない場合のみ、所定の用紙での届出も受け付けます。 
 

就業地が北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市の方は、福岡県保健医療介護部 

健康増進課健康づくり係まで郵送または持参してください。 
 
就業地が北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市以外の方は、就業地を所管する 

保健福祉（環境）事務所まで郵送または持参してください。 
 

※ 問い合わせ先：福岡県保健医療介護部健康増進課健康づくり係（TEL 092-643-3269） 

 

～ （総合食品賠償共済） 

共済金支払い事例（第 4 回） ～ 
〇カンピロバクター食中毒事例 

（出典：食と健康 2018 年 11 月号） 

 
厚生労働省が発表している食中毒発生状況によると、平成 29 年は 1,014 件の食中毒事件があ

りました。その中で、発生件数が 320 件と最も多かった食中毒の原因物質は、カンピロバクターで

した。 

カンピロバクター食中毒は、鶏肉などの肉類を主な原因食品としており、近年はノロウイルス、

アニサキスとともに食中毒の原因物質として、発生件数の上位を占めています。 

今回支払われた宮崎県の事例では、学生の団体に提供された料理を食べた 30 人中、24 人が

カンピロバクター食中毒を発症しました。幸い、重篤な被害者はおらず、全員が快方に向かったと

のことです。本事例では、被害者への損害賠償金のほか、飲食代金の返金及び通院見舞金が支

払われました。 

カンピロバクター食中毒は、本年も 155 件発生しています（厚生労働省食中毒発生状況・平成

30 年 10 月 9 日現在）。  
だから・・・・ 

 
への加入をお勧めします。 
 

詳しくは、http://www.n-shokuei.jp/でご確認ください 

年間掛金
原因

（病因物質等）
事故発生日

支部
支所

業種 事故の概要 被害者数 支払い共済金

カンピロバクター 平成30年6月1日
宮崎県
宮崎市

飲食店
提供した鶏肉料理による
カンピロバクター食中毒

24名

174,390円
特別費用：17,439円

被害者治療費等：24,660円
生産物自体の損害：90,000円

合計：306,489円

8,500円


